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久喜市保育所等入所選考基準の見直し（案）について 
（令和７年４月入所以降適用） 

 

子ども未来部保育課 

 

  

現行の保育所等入所選考基準については、平成３０年度に改定を行っておりますが、

テレワークなどの働き方の変化や保護者の疾病など保育を必要とする事由の多様化に

ともない、考慮すべき事項が出てきたことから、現行の入所選考基準の見直しを行うも

のです。 

 

 

１ 入所選考基準の運用について 

 

保育所等の入所は、入所申請の際に提出いただく勤務証明書等の内容により、「久喜

市保育所等入所選考基準表」に基づき、指数化して利用調整を行い、入所児童を決定し

ています。 

入所選考基準は、保育を必要とする事由による「基準指数」と、家庭状況などによる

「調整指数」により構成され、「基準指数」と「調整指数」の合計により、利用調整を行いま

す。 

 

 

２ 入所選考基準の見直し（案）について 

 

見直しを行う項目は次の９項目です。 

（１） 就労区分について（見直し） 

（２） 就労時間の表記について（見直し） 

（３） 疾病の区分・指数について（見直し） 

（４）市内の保育施設等で看護師として勤務する場合の加点について（追加） 

（５）申込児童が障がい児又は医療的ケア児と認められる場合の加点について（追加） 

（６）保育年齢が２・３歳までの保育所を卒園後、引き続き他の保育施設を希望する場合

について（見直し） 

（７）申込時点で児童の世帯に保育料の滞納がある場合について（表記の変更） 

（８）管外受託の減点について（見直し） 

（９）給与支払額が０円の場合について（見直し） 
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３ 入所選考基準見直し（案）の 具体的な内容等について 

 

（１）就労区分について（見直し） 

現行 見直し後 見直しの考え方 

就労を「外勤 自営 農業」と「内

職」に区分し、それぞれで指数

を決定 

「外勤 自営 農業」と「内職」の区

分を廃止し、同一区分で指数を

決定 

国通知では、居宅内・居宅外で

就労における指数に差異をつ

けることは好ましくないとされ

ており、就労時間及び日数で区

分し、指数を決定する。 

 

（２）就労時間の表記について（見直し） 

現行 見直し後 見直しの考え方 

就労時間を日間単位で表記 就労時間を月間単位で表記 就労証明書の記載が月間単位と

なっており表記を合わせるため

変更する。 

 

（３）疾病の区分・指数について（見直し） 

現行 見直し後 見直しの考え方 

疾病：６区分 

指数：１０点、９点、７点、 

６点、４点、３点 

 

入院（おおむね１か月以上の入

院） 

疾病：４区分 

指数：１０点、８点、６点 

 

 

１か月（３０日）以上の入院（入院

予定の場合も含む） 

就労と疾病の指数に開きがある

ため、疾病の区分と指数を見直

し、区分については診断書の内

容に合わせ、指数については、

障がい区分の指数に合わせた。 

入院の日数が不明確のため、明

確にした。 

 

現行 見直し後 

保護者の状況 指数 保護者の状況 指数 
入院（おおむね１か月以上の入院） １０ １か月（３０日）以上の入院（入院予定の場

合も含む） 

１０ 

常時病臥・感染症・難病 １０ 保育が非常に困難な状況で、早急に育児

の援助が必要である 

１０ 

通院加療を行い、常に安静を要するな

ど、保育が常時困難な場合 

９ 育児が難しい場合が多く、継続的な育児

の援助が望まれる 

８ 

週３回以上の通院を常態 ７ 概ね育児は可能だが、一部育児の援助が

望まれる 

６ 

週１から２回の通院を常態 ６ 

月２回以上の通院を常態 ４ 

通院が常態ではないが、医師が「育児の

援助が望まれる」と判断した場合 

３ 
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（４）市内の保育施設等で看護師として勤務する場合の加点について（追加）  

調整指数〔番号2〕 

現行 見直し後 見直しの考え方 

市内の保育施設等で保育士、幼

稚園教諭、放課後児童支援員と

して勤務する場合 

市内保育施設等で保育士等（保

育士、幼稚園教諭・保育教諭・看

護師、准看護師の有資格者）と

し勤務、又は市内放課後児童ク

ラブで放課後児童支援員として

勤務する場合 

※市内保育施設等とは、認可保

育所・地域型保育施設・認定こ

ども園・幼稚園 

医療的ケア児の受入を可能とす

るため、保育所等を市内の保育

施設で看護師、准看護師として

勤務する場合についても３点加

点する。 

市内保育施設の対象施設の明

確化、保育教諭を追加 

 

 

 

（５）申込児童が障がい又は医療的ケア児と認められる場合の加点について（追加）  

調整指数〔番号12〕 

現行 見直し後 見直しの考え方 

無し 申込児童が障がい児又は医療

的ケア児、かつ集団保育が可能

な場合（診断書又は手帳の写し

添付） 

１点 

医療的ケア児を含め、障がいの

ある児童が、受入可能な保育所

等に入所しやすくするため加点

する。 

加点は、県内の自治体の加点割

合をみると就労（１０点）の点数

の１割を加点している自治体が

多いことから１点とする。 

 

 

（６）保育年齢が２・３歳までの保育所を卒園後、引き続き他の保育施設を希望する場合

について（見直し） 調整指数〔番号16〕 

現行 見直し後 見直しの考え方 

保育年齢が２・３歳までの保育

所を卒園後、引き続き他の保育

施設を希望する場合 

→運用として分園も適用 

保育年齢が２・３歳までの保育

所を卒園後、引き続き他の保育

施設を希望する場合 

→※「番号１６については、分園

は対象外とする」の文言を追加 

児童が保育年齢が２・３歳まで

の保育所を卒園後、引き続き他

の保育施設を希望する場合、安

心して、預け続けられる体制を

整えるため、加点している。 

運用として分園も適用していた

が、分園の児童は、本園に進級

できることから、加点の対象外

とする。 
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（７）申込時点で児童の世帯に保育料の滞納がある場合について（表記の変更） 

 調整指数〔番号20〕 

現行 見直し後 見直しの考え方 

児童の世帯に保育料の滞納が

あり、特別な理由なく納付の督

促等に応じない場合 

申込時点で児童の世帯に保育

料の滞納がある場合 

※分納誓約等で計画的に納付し

ている場合は除く 

特別な理由なく納付の督促等に

応じない滞納世帯については、

減点対象としていたが、運用と

して分納誓約等をしている世帯

は減点対象としていない。 

分納誓約等をしていても計画的

に納付していない世帯もあるこ

とから、公平性の観点から、「分

納誓約等で計画的に納付してい

る場合は除く」という文言を追

加し、分納誓約等で計画的に納

付していない場合は、減点対象

とする。 

 

 

（８）管外受託の減点について（見直し） 調整指数 

調整指数 現 行 見直し後 見直しの考え方  

市外に住民登録があり

（転入予定を除く）、勤

務地が市内の場合 ※

調整指数･番号２に該

当する場合は、本項目

を適用しない。 

－６ 指数削除 

※「市内在住の申請者

（転入者も含む）を選考

した後に、市外在住で

勤務地が市内の申請者

を選考する。」の文言を

追加 

※「調整指数番号２に

該当する申請者は、市

内在住者と同様に選考

する。」の文言を追加 

市内に住民登録がある

世帯を優先させるた

め、選考順を変更する。 
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（９）給与支払額が０円の場合（見直し） 調整指数 

調整指数 現 行 見直し後 見直しの考え方  

給与支払額が０円の場

合（育児休業期間中を

除く） 

－４ 指数削除 

 

令和５年度より国指定

の就労証明書を使用し

ており、給与支払額の

記載欄がないため、今

後は、就労の日数、時間

のみで指数を判定す

る。 

令和５年度は給与支払

額が０円で減点を適用

した事例はない。給与

支払額が０円の場合は

就労ではなく疾病等、

別の内容の指数として

いる。 

 


